
(1) 主な法違反の状況

違反数 違反率 違反数 違反率 違反数 違反率 違反数 違反率 違反数 違反率 違反数 違反率

労働基準法第15条 （労働条件の明示） 9 10.1% 9 8.0% 16 14.2% 8 8.6% 10 11.6% 15 18.8%

労働基準法第18条 （貯蓄金管理） 6 6.7% 5 4.4% 6 5.3% 5 5.4% 1 1.3%

労働基準法第24条 （賃金の支払い） 19 21.3% 5 4.4% 27 23.9% 19 20.4% 6 7.0% 10 12.5%

最低賃金法第4条 （最低賃金） 17 19.1% 22 19.5% 33 29.2% 22 23.7% 6 7.0% 16 20.0%

労働基準法第32条 （労働時間） 20 22.5% 12 10.6% 43 38.1% 30 32.3% 41 47.7% 40 50.0%

労働基準法第37条 （割増賃金） 50 56.2% 47 41.6% 54 47.8% 32 34.4% 23 26.7% 28 35.0%
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指導数 指摘率 指導数 指摘率 指導数 指摘率 指導数 指摘率 指導数 指摘率 指導数 指摘率

1 33.3% 1 100.0%

1 50.0% 　 　

1 50.0% 　 　

1 16.7%

1 33.3%

2 100.0% 1 50.0% 　 　 1 100.0%

1 33.3%

　 　

3 150.0% 1 50.0% 2 50.0% 4 66.7% 1 100.0%
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平成24年度

2,200万465円

89

24万7,196円

14事業場

指導事項のあった機関数

指　導　事　項

 母国語による労働条件の明示

 賃金明細書の交付

 適正な労務管理

 適正な労働時間管理

 適正な割増賃金の支払い

 適正な貯蓄金管理

 実習実施機関に対する継続指導の実施

 賃金控除協定の締結

 時間外・休日労働協定届の適正化

 研修生の「時間外労働」の適正化

4

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

監督実施機関数 3 8 2

 対象技能実習生人数 166人 127人 170人

29事業場

 １人平均額 60万0,772円 35万8,052円 44万7,289円  58万3,640円

 対象事業場数 48事業場 39事業場 42事業場

 支払総額 9,972万8,185円 4,547万2,651円 7,603万9,133円 5,953万1,298円

平成20年度 平成21年度 平成22年度

(3) 是正支払額の状況

(4) 監理団体に対する指導状況

 割増賃金支払いの適正化

平成22年度 平成23年度

 母国語による労働条件の明示

 労働時間管理の適正化

 賃金明細書の交付

平成20年度 平成21年度

平成23年度

 パスポート、通帳等保管の適正化

 研修生の「時間外労働」の適正化

 積立貯金の適正化

 強制貯金の排除

 管理費、組合費等の控除

 安全衛生

　

　　技能実習生関係監督指導実施状況（平成20年度～平成25年度）

93

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

監督実施事業場数 106 89 113

違反条文

違反事業場計

(2) 文書指導の状況
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平成25年度
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平成25年度

平成25年度

4473万8749円

                                     岐阜労働局労働基準部監督課
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60万4578円

13事業場

平成25年度

102

平成24年度

平成24年度
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平成24年度

裏面 


